
2023年10月よりインボイス制度

が開始されます。 

インボイス制度とは 

「国が公認した請求書」（インボイス）の有無により、売り手が買い手に対して正確な

適用税率や消費税額等を伝える制度です。 

請求書が以下のように変わります。 

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称

および登録番号 

② 取引年月日 

③ 取引内容（税率の対象品目である旨） 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用

税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 
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当サービスについてのお問い合わせ先 

プールス株式会社 総務経理部 担当 

TEL：0532-56-1351 

FAX：0532-56-1353 

Mail：pur_infoweb@purus.jp 

（受付時間：平日9:00 ～ 17:00） 

よくある質問 

請求書の記載事項が変わっただけですか？ 

請求書に記載されている消費税額の端数処理が、インボイス制度に則り、請求書金額総額に対して 

端数処理するように変更しています。 

弊社は適格請求書発行事業者ですので、お申しつけ頂ければ再発行いたします。 

注文をキャンセルしました。請求書の再発行はできますか？ 

支払明細は、「適格返還請求書」に該当します。弊社では従来どおり、請求書とひとまとめにして発行い

たします。 

貴社の代理店ですが、当社への支払明細もインボイスの対象ですか？ 


